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衆
議
院
議
員
岩
國
哲
人
君
提
出
郵
政
民
営
化
の
見
直
し
議
論
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

郵
政
民
営
化
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
九
十
七
号
）
第
九
十
四
条
及
び
第
百
二
十
六
条
に
規
定
す
る
郵
便
貯
金
銀
行
及
び

郵
便
保
険
会
社
は
、
そ
の
経
営
の
効
率
性
を
高
め
る
た
め
、
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
に
基
づ
く
株
式
会

社
と
し
て
設
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
地
域
に
お
け
る
安
定
的
な
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
、
平
成
十

九
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
期
間
（
以
下
「
移
行
期
間
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、
郵
政
民

営
化
法
第
百
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
本
計
画
に
基
づ
き
郵
便
局
株
式
会
社
を
相
手
方
と
す
る
業
務
委
託
契
約
が
締

結
さ
れ
て
い
る
。
当
該
業
務
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
ね
く
全
国
に
お
い
て
利
用
さ
れ
る
こ
と
を
旨
と
し
て
設
置
さ
れ
る
郵
便
局

に
お
い
て
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
移
行
期
間
経
過
後
に
お
い
て
も
、
郵
便
貯
金
銀
行
及
び
郵
便
保
険
会
社
に

と
っ
て
引
き
続
き
郵
便
局
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
重
要
な
も
の
で
あ
り
続
け
る
こ
と
、
当
該
業
務
を
受
託
す
る
郵
便
局
株
式
会
社

に
対
し
て
日
本
郵
政
株
式
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
九
十
八
号
）
第
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
社
会
・
地
域
貢
献
資
金

が
交
付
さ
れ
る
こ
と
、
日
本
郵
政
株
式
会
社
と
の
株
式
の
持
ち
合
い
も
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
該
業
務
委
託
契
約
が
更

新
さ
れ
て
い
く
も
の
と
考
え
て
い
る
。

一



二
に
つ
い
て

独
立
行
政
法
人
郵
便
貯
金
・
簡
易
生
命
保
険
管
理
機
構
に
つ
い
て
は
、
既
存
の
定
額
郵
便
貯
金
等
及
び
簡
易
生
命
保
険
に

係
る
支
払
い
等
の
事
務
が
終
了
し
た
時
点
に
お
い
て
そ
の
設
立
の
目
的
が
達
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
解
散
に
つ
い

て
は
、
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
六
十
六
条
に
よ
り
、
別
に
法
律
で
定
め
ら
れ
る
こ
と
と

な
る
。

二


